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森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号）第 4 条の 2 第 3 項の規定により、令和 8 年度における保安林の皆伐に

よる立木の伐採につき、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 34 条第 1 項の許可をすべき皆伐面積の限度を次の

とおり公表します。 

令和 8 年 2 月 2 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

指定施業要件を定めるについ
て同一の単位とされている保
安林又はその集団の名称 

保安林指定の目的 
皆伐面積の限度 

ｈａ 

員弁川 
水源のかん養 177.54 

土砂の流出の防備 275.90 

四日市地区 

水源のかん養 3.28 

土砂の流出の防備 239.86 

土砂の崩壊の防備 0.06 

鈴鹿川 
水源のかん養 84.22 

土砂の流出の防備 281.18 

北勢 公衆の保健 288.52 

安濃川 
水源のかん養 104.59 

土砂の流出の防備 27.84 

雲出川 
水源のかん養 283.94 

土砂の流出の防備 194.85 

津地方 公衆の保健 60.88 

櫛田川 
水源のかん養 734.38 

土砂の流出の防備 256.83 

宮川上流 
水源のかん養 1,132.55 

土砂の流出の防備 172.06 

松阪地方 公衆の保健 118.08 

宮川下流 
水源のかん養 552.99 

土砂の流出の防備 126.56 

志摩地区 
水源のかん養 75.50 

土砂の流出の防備 76.54 

五ヶ所地区 
水源のかん養 4.00 

土砂の流出の防備 24.06 
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吉津地区 

水源のかん養 250.78 

土砂の流出の防備 93.40 

干害の防備 1.60 

伊勢市二見町今一色ほか 風害の防備 0.42 

鳥羽市浦村町字麻倉島ほか 風害の防備 0.18 

志摩市志摩町片田字大里ほか 風害の防備 0.36 

南勢志摩 公衆の保健 27.90 

伊賀地区 
水源のかん養 173.61 

土砂の流出の防備 250.82 

伊賀 公衆の保健 92.46 

尾鷲地区 
水源のかん養 810.71 

土砂の流出の防備 403.25 

紀北 公衆の保健 23.02 

木本地区 
水源のかん養 55.30 

土砂の流出の防備 22.52 

熊野川 
水源のかん養 198.05 

土砂の流出の防備 172.79 

紀南 公衆の保健 1.14 
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